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年金を受給されている皆様へ 年金を受給されている皆様へ 

65歳未満で公的年金と給与収入がある人へ 65歳未満で公的年金と給与収入がある人へ 

平成21年10月から年金からの特別徴収（天引き）が開始されます 

　年金受給者の増加に伴い、公的年金分の市民税・県民税について、年金受給者の納税の利便性を図るた
め公的年金分の税額を市の窓口や金融機関に出向くことなく、納付できるようにする制度改正です。 
　なお、納付方法の変更のみで、新たな税額が発生するものではありません。 
 
 
　平成２１年４月１日現在、６５歳以上で公的年金を受給し、公的年金分の市民税・県民税の税額がある人です。 
　介護保険料を年金から特別徴収されていない人、特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える人は対象
となりません。 
 
 
　平成２１年１０月以降に支払われる老齢基礎年金等から実施され、社会保険庁などで特別徴収（天引き）さ
れます。 
 
 
　特別徴収される市民税・県民税額は、公的年金に係る税額のみです。１期、２期については、普通徴収
の方法により納付し、平成２１年１０月以降に支払われる年金から特別徴収（天引き）されます。 
　また、平成２２年４月、６月及び８月については、平成２２年２月分と同額を仮徴収させて頂き、平成２２年
度の納税通知により、１０月、１２月及び２月に支払われる年金からの特別徴収税額を変更します。 
 
 
　公的年金収入が２００万円ある６５歳の人の場合 

　６５歳以上の人の市民税・県民税が年金から特別徴収（天引き）される制度の改正によって、６５歳未満の
人の公的年金に係る市民税・県民税については、給与からの特別徴収（天引き）ができなくなりました。 
　公的年金に係る市民税・県民税については、納付書又は口座振替により納付をお願いします。 

　○本税務課　（1６４・３１４５） 

対象者は？ 

いつから？ 

どういうふうに納付するの？ 

参考例 

平成20年度までの納付方法 平成21年度からの納付方法 

納期 
１期 
２期 
３期 
４期 

合計年税額 

各期の納付額 
１３，３００円 
１２，０００円 
１２，０００円 
１２，０００円 

４９，３００円 

普
通
徴
収 

納期 
１期 
２期 
３期 
４期 
①合計 

①＋②（合計年税額） 

各期の納付額 
１２，７００円 
１２，０００円 
          ０円 
          ０円 
２４，７００円 

普
通
徴
収 

年金の支給月　　 
１０月 
１２月 
２月 

②合計 

徴収額 
  ８，２００円 
  ８，２００円 
  ８，２００円 

２４，６００円 

４９，３００円 

特
別
徴
収 

公的年金分の税額の１/２を 
１期と２期で納付します。 

１期、２期で納付した残りの税額 
を年金から特別徴収します。 

▼
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現
在
、
平
成
２２
年
度
の
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
の
課
税
の
基

礎
と
な
る
家
屋
の
評
価
額
を
決
定

す
る
た
め
、
新
築
・
増
築
分
の
家

屋
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

課
税
対
象
で
あ
る
家
屋
は
、
１
月

１
日
現
在
の
所
有
者
に
対
し
て
課

税
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
そ
の
た
め
、
平
成
２１
年
中
に
建

物
を
新
築
・
増
築
さ
れ
た
り
、
取

り
壊
さ
れ
た
と
き
は
市
税
務
課
資

産
税
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を 

　
平
成
２１
年
６
月
４
日
か
ら
平
成

２２
年
３
月
３１
日
ま
で
に
「
長
期
優

良
住
宅
」
と
し
て
行
政
庁
の
認
定

を
受
け
た
住
宅
を
新
築
さ
れ
た
場
合
、

家
屋
の
固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ

る
措
置
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。 

●
要
件
＝
居
住
部
分
の
割
合
が
家

屋
全
体
の
床
面
積
の
２
分
の
１
以

上
で
、
か
つ
、
床
面
積
が
５０
㎡
以

上
（
賃
貸
共
同
住
宅
の
場
合
は
４０

㎡
以
上
）
２８０
㎡
以
下
の
「
長
期
優

良
住
宅
」
と
し
て
認
定
さ
れ
た
住

宅 ●
減
額
期
間
＝
２
階
建
て
及
び
平

屋
建
て
住
宅
の
場
合
、
新
築
後
５

年
間
。
３
階
建
て
以
上
の
中
高
層

耐
火
住
宅
の
場
合
、
新
築
後
７
年
間
。 

●
減
額
範
囲
＝
家
屋
の
固
定
資
産

税
（
１２０
㎡
相
当
分
）
の
２
分
の
１

を
減
額 

●
申
請
方
法
＝
新
た
に
固
定
資
産

税
が
課
税
さ
れ
る
年
度
の
１
月
３１

日
ま
で
に
、
申
告
書
及
び
認
定
通

知
書
の
写
し
を
市
税
務
課
資
産
税

係
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

▼
詳
し
く
は
、
市
税
務
課
資
産
税

係
○本
税
務
課（
1

６４
・
３
１
４
６
）、

○新
地
域
振
興
課（
1

７５
・
０
２
５
１
）、

○揖
地
域
振
興
課（
1

７２
・
２
５
２
５
）、

○御
地
域
振
興
課
（
1

３
２
２
・
１

０
０
１
）
へ 

長
期
優
良
住
宅
新
築
時
の 

　
　
固
定
資
産
税
の
減
額
に
つ
い
て 

１００
歳
お
め
で
と
う 

　
　
　
ご
ざ
い
ま
す 

林
　
廣
治 

さ
ん
（
御
津
町
） 

明
治
４２
年
５
月
９
日
生
ま
れ 

あなたの寄附金が、 
ふるさと「たつの市」のまちづくりに生かされます。 
ぜひ、あなたも「たつの市」のまちづくりに参加を！ 

平成２１年４月中にご寄附いただいた方々 
　　　　氏　　名  　　　　金　額　 
株式会社ダイエー竜野店　様 ６１，８１９円 
匿名　２件 ３２，０００円 
　計　３件 ９３，８１９円 
平成２１年４月末日 
　　　　までの寄附金合計 ３，４９３，５８４円 

ありがとうございました。 

　平成２０年度の公文書公開と個人情報 
開示の状況をお知らせします。 

「ふるさと応援寄附金」の詳細は、企画課までお問い 
合わせください。　（1６４・３１４１） 

ふるさと応援寄附金をいただきました。 

情報公開と個人情報保護制度 
の実施状況 

件　数 

８ 

４ 

４ 

０ 

０ 

０ 

事　項 

開　示　請　求 

 

 

 

 

不 服 申 立 て 

開　　示 

部分開示 

不 開 示  

そ の 他  

処
理
状
況 

◎情報公開制度 

件　数 

２ 

０ 

２ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

事　項 

開　示　請　求 

 

 

 

 

訂　正　請　求 

利用停止請求  

不 服 申 立 て  

開　　示 

部分開示 

不 開 示  

そ の 他  

処
理
状
況 

◎個人情報保護制度 

　情報推進課　（1６４・３２０３） ▼
 




